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（提案理由） 

 保育所に２人以上の児童が入所している場合、２人目以降の保育料

を無料とするとともに、現行の保育料を今後も維持するため、本案を

提出する。 



足立区保育所の保育の実施に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 （足立区保育所の保育の実施に関する条例の一部改正） 

第１条 足立区保育所の保育の実施に関する条例（昭和６２年足立区条

例第１１号）の一部を次のように改正する。 

第４条第３項を次のように改める。 

３ 生計を一にする世帯から保育所に２人以上の児童が入所している

場合においては、最も保育料の額が低い児童（最も保育料の額が低

い児童が２人以上いる場合はそのうちの１人とする。）以外の児童

に係る保育料は、無料とする。 

  別表第２を削る。 

 （足立区保育所の保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の一

 部改正） 

第２条 足立区保育所の保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 

（平成１６年足立区条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

  第２条を削る。 

  付則を次のように改める。 

    付 則 

  この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 


